
北里大学健康科学部既修得単位認定に関する取扱基準

年５月 日 制定

（目的）

第１条 この基準は、北里大学学則（以下、「学則」という。）に基づき、北里大学健康科

学部（以下「本学部」という。）における既修得単位認定ついて、単位の認定や認定手

続等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

（単位の認定）

第２条 大学、専門職大学又は短期大学において修得した単位について、教育上有益と認

めるときは、これを本学部において修得したものとして認定することができる。

（認定の科目）

第３条 認定できる科目の範囲は、健康科学部１群科目、２群科目及び３群科目とする。

（認定単位の上限）

第４条 既修得単位として認定できる単位数は、 単位を上限とする。

（認定の手続）

第５条 認定手続きは、次の手順により行う。

（１）事務局は、入学試験合格者ページに手続き方法及び既修得単位内容確認申込書

を掲出する。

（２）認定を希望する者は、定められた期間内に次の書類を事務局へ提出しなければ

ならない。

ア 既修得単位内容確認申込書

イ 卒業大学等の学業成績証明書

ウ 卒業大学等の学修要項（シラバス）

エ その他、指示があった書類

（３）既修得単位の内容確認及び審査は、認定希望科目の科目責任者が行う。

（４）既修得単位の認定は、教育委員会及び運営委員会の議を経て教授会において決

定する。

（５）事務局は、申請者に既修得単位認定証を通知する。

（認定者の履修指導）

第６条 単位認定者の科目の履修にあたっては、認定した単位に代えて他の選択科目等の

履修を行わせる等、学習内容の充実を図るよう学年主任又はクラス主任が履修指導を行

う。

（基準の改廃）

第７条 この基準の改廃は、教育委員会及び運営委員会の議を経て教授会において決定す

る。

附 則（北学総第 号）
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（施行期日）

この基準は、 年５月 日から施行し、 年４月 日から適用する。
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